
は
じ
め
に

現
在
︑
自
然
災
害
の
発
生
は
︑
救
助
・
救
援
・
医
療
体
制
の
あ
り
方
や
︑
教
育
・
産
業
・
社
会
基
盤
・
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
維

持
・
再
生
等
に
お
け
る
諸
課
題
を
顕
在
化
さ
せ
︑
社
会
情
勢
に
様
々
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
︒
歴
史
を
紐
解
く
と
︑
前
近
代
の
自
然
災

害
に
際
し
て
も
︑
救
恤
︑
復
興
事
業
の
ほ
か
︑﹁
徳
政
﹂
と
呼
ば
れ
た
貸
借
関
係
の
破
棄
等
の
慣
行
と
と
も
に
︑
社
会
の
諸
制
度
の
改
編

が
実
施
さ
れ
て
き
た
︒

特
に
︑
日
本
中
世
史
研
究
の
分
野
で
は
︑
自
然
災
害
の
発
生
に
と
も
な
う
戦
国
大
名
に
よ
る
税
制
改
編
に
つ
い
て
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て

い
る
︒
例
え
ば
︑
佐
脇
栄
智
︑
則
竹
雄
一
︑
久
保
健
一
郎
︑
阿
部
浩
一
︑
黒
田
基
樹
の
各
氏
は
︑
天
文
十
八
年
（
一
五
四
九
）
の
大
地
震

（
以
下
﹁
天
文
十
八
年
地
震
﹂
と
い
う
）
や
﹁
永
禄
の
大
飢
饉
﹂
を
き
っ
か
け
に
︑
相
模
国
（
神
奈
川
県
）
を
拠
点
と
し
た
後
北
条
家
が
︑

年
貢
・
公
事
の
改
定
や
借
米
・
借
銭
等
の
債
務
の
破
棄
を
行
っ
た
徳
政
に
注
目
し
︑
徳
政
の
実
施
は
百
姓
に
対
す
る
撫
民
政
策
で
あ
る
と

西　
　

川　
　

広　
　

平

天
文
十
八
年
地
震
と
税
制

─
戦
国
大
名
武
田
家
の
事
例
を
中
心
に

─

天
文
十
八
年
地
震
と
税
制
（
西
川
）
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と
も
に
︑
後
北
条
家
と
百
姓
中
と
の
契
約
的
関
係
を
踏
ま
え
て
実
施
さ
れ
︑
村
落
経
営
の
維
持
を
図
り
つ
つ
︑
後
北
条
家
が
﹁
公
儀
﹂
と

し
て
支
配
を
確
立
す
る
た
め
の
手
段
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（
₁
）︒

一
方
︑
鈴
木
将
典
氏
は
︑
甲
斐
国
（
山
梨
県
）
を
拠
点
と
し
た
武
田
家
が
︑
天
文
十
八
年
地
震
を
き
っ
か
け
に
︑
徳
役
（
徳
銭
役
）
を

領
国
内
の
寺
社
が
運
用
し
た
祠
堂
物
（
祠
堂
銭
）
や
富
裕
層
が
運
用
し
た
米
銭
を
対
象
と
し
て
賦
課
し
︑
天
文
末
か
ら
弘
治
年
間
（
一
五

五
五
～
一
五
五
八
）
に
恒
常
的
な
役
銭
と
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（
₂
）︒

し
か
し
な
が
ら
︑
武
田
家
の
事
例
に
つ
い
て
は
︑
現
段
階
で
は
後
北
条
家
と
比
較
し
て
未
だ
十
分
な
研
究
の
蓄
積
が
な
さ
れ
て
い
な
い

の
が
実
情
で
あ
り
︑
天
文
十
八
年
地
震
に
と
も
な
う
戦
国
大
名
の
対
応
を
︑
よ
り
多
く
の
事
例
か
ら
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
武
田
家
が
天
文
十
八
年
に
賦
課
し
た
過
料
銭
・
徳
役
に
注
目
し
︑
自
然
災
害
の
発
生
時
に
お
け
る
税
制
の
状
況
を

考
察
す
る
︒

一　

過
料
銭
と
徳
役

武
田
家
が
賦
課
し
た
過
料
銭
に
つ
い
て
表
記
さ
れ
た
唯
一
の
史
料
は
︑﹃
勝
山
記
﹄
で
あ
る（
₃
）︒﹃
勝
山
記
﹄
は
︑
法
華
宗
寺
院
の
常

在
寺
（
富
士
河
口
湖
町
）
に
関
係
す
る
僧
侶
が
記
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
年
代
記
を
編
纂
し
た
最
古
期
の
写
本
で
あ
り
︑
同
寺
に
隣
接

す
る
冨
士
御
室
浅
間
神
社
（
同
）
に
伝
来
し
て
い
る
︒
記
載
内
容
は
︑
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
条
か
ら
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
条
ま

で
の
年
代
記
と
︑
長
禄
六
年
（
一
四
六
二
）
条
以
前
の
別
の
年
代
記
が
合
わ
さ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
う
ち
十
五
︑
十
六
世
紀
に

お
け
る
地
震
災
害
に
つ
い
て
は
︑
永
享
五
年
（
一
四
三
三
）
地
震
︑
明
応
七
年
（
一
四
九
八
）
地
震
︑
永
正
十
三
年
（
一
五
一
六
）
地
震
︑

天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
地
震
︑
天
文
十
八
年
地
震
の
状
況
が
そ
れ
ぞ
れ
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
天
文
十
八
年
条
を
史
料
₁
と

し
て
掲
出
す
る
︒

︻
史
料
₁
︼

二
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天
文
十
八
年
己
酉

此
年
ハ
世
中
半
分
ニ
テ
御
座
候
︑
サ
レ
ト
モ
毎
年
ノ
福
貴
カ
此
年
マ
テ
ツ
ヨ
リ
ニ
成
リ
候
て
︑
売
買
ハ
申
ノ
年
ヨ
リ
弥
ヨ
ヤ
ス

シ
︑
此
年
ノ
卯
月
十
四
日
ノ
夜
中
ノ
比
︑
ナ
イ
ユ
リ
申
候
事
言
悟
道
断
不
及
言
説
ニ
候
︑
五
十
二
年
サ
キ
ノ
ナ
イ
程
ト
申
伝
ヘ

候
︑
余
リ
ノ
不
思
義
サ
ニ
書
付
申
候
︑
以
上
十
ケ
ハ
カ
リ
ユ
リ
ト
ヲ
シ
ニ
ユ
リ
申
候
︑
此
年
ノ
菊
月
四
日
常
在
寺
坊
主
日
周
死

去
被
申
候
︑
サ
レ
ト
モ
御
堂
ハ
造
栄
成
リ
申
候
︑
本
願
ハ
法
光
坊
ニ
テ
御
座
候
︑
此
年
ノ
霜
月
武
田
殿
・
小
山
田
殿
談
合
被
成

候
て
︑
地
下
ヘ
悉
ク
過
料
銭
ヲ
御
懸
ケ
候
︑
殊
更
ニ
寺
々
︑
祢
宜
︑
い
か
や
う
な
る
物
ニ
モ
︑
ヲ
シ
ナ
ヘ
テ
御
カ
ケ
候
︑
去
程

ニ
地
下
衆
ナ
ケ
ク
事
無
限
︑
此
年
霜
月
下
浅
間
ハ
イ
テ
ン
造
栄
被
成
候
︑
番
匠
ア
ツ
カ
イ
ヲ
ハ
︑
法
里
衆
致
候
︑

史
料
の
記
載
内
容
を
ま
と
め
る
と
︑
天
文
十
八
年
は
作
柄
が
例
年
の
半
分
し
か
な
か
っ
た
が
︑
毎
年
続
い
た
豊
作
が
当
年
ま
で
好
影
響

を
及
ぼ
し
︑
売
買
の
価
格
は
前
年
よ
り
値
下
が
り
し
て
い
た
︒
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
た
四
月
十
四
日
の
夜
中
︑
大
規
模
な
地
震
が
発
生

し
て
︑
過
去
五
二
年
間
に
経
験
し
た
こ
と
の
無
い
震
動
が
生
じ
︑
余
震
が
一
〇
回
程
度
発
生
し
た
と
い
う
︒
五
二
年
前
の
地
震
と
は
︑
明

応
七
年
（
一
四
九
八
）
八
月
二
十
五
日
に
発
生
し
た
明
応
東
海
地
震
に
該
当
し
︑
当
時
︑
天
文
十
八
年
地
震
は
︑
明
応
東
海
地
震
以
来
の

大
規
模
な
地
震
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
︒

そ
の
後
︑
同
年
十
一
月
に
武
田
晴
信
（
信
玄
）
と
甲
斐
国
東
部
の
郡
内
地
域
を
支
配
し
た
国
衆
小
山
田
出
羽
守
信
有
が
協
議
し
て
︑﹁
地

下
﹂
に
悉
く
過
料
銭
を
賦
課
し
た
が
︑
寺
々
・
祢
宜
︑
ま
た
ど
の
よ
う
な
者
に
対
し
て
も
等
し
く
賦
課
し
た
た
め
︑﹁
地
下
衆
﹂
は
悲
嘆

に
く
れ
た
と
い
う
︒

こ
こ
で
︑
史
料
₁
に
見
え
る
過
料
銭
に
つ
い
て
︑
先
行
研
究
で
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
を
ま
と
め
よ
う
︒
ま
ず
︑
勝
俣

鎮
夫
氏
は
︑
過
料
銭
が
︑
徳
銭
・
徳
米
等
と
も
称
さ
れ
る
一
種
の
富
裕
税
で
あ
る
と
同
時
に
新
た
な
名
目
の
も
と
に
課
さ
れ
る
新
税
の
総

称
で
あ
る
徳
役
と
一
致
し
︑
棟
別
銭
を
含
め
た
新
役
銭
で
あ
る
と
指
摘
し
た
上
で
︑
天
文
十
八
年
に
武
田
家
は
︑
甲
府
盆
地
周
辺
の
国
中

地
域
だ
け
で
な
く
︑
郡
内
地
域
お
よ
び
甲
斐
国
南
部
の
河
内
地
域
を
含
め
た
甲
斐
国
一
円
に
対
し
て
︑
統
一
的
か
つ
恒
常
的
に
棟
別
銭
賦

課
体
制
を
確
立
し
た
と
評
価
し
て
い
る（
₄
）︒

天
文
十
八
年
地
震
と
税
制
（
西
川
）
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一
方
︑
鈴
木
将
典
氏
は
︑
天
文
十
八
年
地
震
の
復
興
対
策
を
契
機
に
︑
武
田
家
に
よ
る
税
制
改
編
が
行
わ
れ
︑
史
料
中
で
過
料
銭
と
呼

称
さ
れ
て
い
る
徳
役
（
徳
銭
役
）
が
︑
武
田
領
国
内
の
寺
社
が
運
用
し
た
祠
堂
物
（
祠
堂
銭
）
や
富
裕
層
が
運
用
し
た
米
銭
を
対
象
と
し

て
賦
課
さ
れ
︑
そ
の
後
の
天
文
末
か
ら
弘
治
年
間
（
一
五
五
五
～
一
五
五
八
）
に
恒
常
的
な
役
銭
と
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
︑
徳
役
を
新

た
に
賦
課
さ
れ
た
棟
別
銭
と
見
做
す
勝
俣
説
を
批
判
し
て
い
る（
₅
）︒

以
上
の
よ
う
な
勝
俣
説
と
鈴
木
説
と
の
見
解
の
対
立
は
︑﹁
徳
役
﹂
と
呼
ば
れ
た
税
の
解
釈
の
相
違
に
起
因
し
て
い
る
︒
武
田
家
の
徳

役
に
つ
い
て
は
︑﹃
甲
陽
日
記
﹄
の
天
文
十
八
年
五
月
七
日
条（
₆
）に
﹁
七
日
丙
子
徳
役
始
ノ
御
談
合
落
着
︑
相
州
・
羽
州
・
勢
州
三
人
連

判
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
初
見
と
す
る
︒
こ
れ
に
よ
る
と
︑﹁
徳
役
始
﹂
の
談
合
は
五
月
七
日
に
落
着
し
︑﹁
相
州
﹂（
鈴
木
氏
の
見

解
で
は
今
井
相
模
守
信
甫
）︑﹁
羽
州
﹂（
下
曾
根
出
羽
守
）︑﹁
勢
州
﹂（
今
井
伊
勢
守
）
の
三
名
が
連
判
し
た
と
い
う
︒

こ
の
こ
と
は
︑
同
年
四
月
十
四
日
に
発
生
し
た
地
震
か
ら
︑
わ
ず
か
約
二
〇
日
後
の
対
応
で
は
あ
る
も
の
の
︑
地
震
と
の
直
接
的
な
関

係
は
史
料
上
明
確
で
は
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
の
﹁
熊
野
神
社
由
緒
書
上
﹂
に
記
載
さ
れ
た
︑
熊
野
神
社
（
甲

州
市
）
が
所
蔵
す
る
﹁
宝
殿
天
文
十
八
年
上
葺
棟
札
﹂（
₇
）に
は
︑
天
文
十
八
年
六
月
二
十
九
日
の
年
記
で
﹁
信
心
之
檀
那
三
枝
朝
臣
石

原
孫
右
衛
門
甫
直
企
願
望
宜
﹂︑﹁
国
主
源
朝
臣
武
田
信
濃
守
四
位
晴
信
︑
地
頭
今
井
横（

相
模
）相
守
入
道
道
秀
︑
代
官
三
枝
朝
臣
石
原
孫
右
衛
門

甫
直
︑
新
宮
之
上
葺
再
興
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
天
文
十
八
年
地
震
の
約
二
か
月
後
に
︑
熊
野
神
社
が
鎮
座
す
る
山
梨
郡
横

井
村
の
代
官
石
原
甫
直
が
檀
那
と
な
っ
て
︑
甲
斐
国
主
武
田
晴
信
と
横
井
村
地
頭
今
井
信
甫
（
道
秀
）
の
名
義
を
得
て
︑
新
宮
の
屋
根
の

上
葺
を
再
興
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
今
井
信
甫
は
地
震
被
害
地
域
の
地
頭
で
あ
り
︑
そ
の
立
場
で
﹁
徳
役
始
﹂
に
連
署
し
た
可
能
性
も
あ

ろ
う
︒

と
こ
ろ
が
︑
史
料
₁
に
見
え
る
過
料
銭
は
︑
同
年
十
一
月
に
武
田
晴
信
と
小
山
田
出
羽
守
信
有
が
協
議
し
て
賦
課
さ
れ
た
と
あ
り
︑﹃
甲

陽
日
記
﹄
に
見
え
る
﹁
徳
役
始
﹂
と
は
約
六
か
月
間
の
開
き
が
あ
る
︒
勝
俣
説
お
よ
び
鈴
木
説
と
も
に
過
料
銭
と
徳
役
と
を
同
一
の
税
と

し
て
い
る
点
は
共
通
し
て
い
る
が
︑
果
た
し
て
両
者
は
同
一
の
税
と
断
定
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
︑
改
め
て
﹃
甲
陽
日
記
﹄
を

見
る
と
︑
天
文
十
八
年
十
月
二
十
日
条
に
は
︑﹁
廿
日
丙
辰
面
付
並
諸
役
ノ
義
ニ
連
判
仕
候
﹂
と
い
う
記
載
内
容
を
確
認
で
き
る
︒
す
な

わ
ち
︑
同
日
に
は
﹁
面
付
並
諸
役
﹂
に
関
す
る
連
判
が
実
施
さ
れ
た
と
あ
る
が
︑
こ
こ
に
記
載
さ
れ
た
﹁
面
付
﹂
に
つ
い
て
︑
弘
治
三
年

三
〇



（
一
五
五
七
）
十
一
月
六
日
付
で
︑
長
坂
虎
房
・
三
枝
虎
吉
・
室
住
虎
光
が
連
署
し
て
小
尾
藤
七
郎
に
宛
て
た
﹁
武
田
家
奉
行
連
署
証

文
﹂（
₈
）に
は
︑﹁
就
京
進
面
付
之
事
﹂
と
あ
り
︑﹁
合
計
七
拾
貫
文
役
﹂
と
し
て
一
〇
〇
貫
文
に
八
〇
〇
文
の
割
合
で
五
六
〇
文
と
し
︑
こ

れ
を
地
頭
と
百
姓
で
二
八
〇
文
ず
つ
折
半
し
て
︑
来
る
十
二
日
ま
で
に
納
入
す
る
よ
う
指
示
す
る
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑

﹁
面
付
﹂
と
は
︑
税
を
賦
課
す
る
額
と
そ
の
対
象
を
決
定
す
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒

し
た
が
っ
て
︑
本
史
料
か
ら
は
︑﹁
面
付
﹂
を
踏
ま
え
て
﹁
諸
役
﹂
を
新
た
に
課
す
こ
と
を
承
認
す
る
連
判
が
十
月
に
行
わ
れ
た
と
解

釈
で
き
る
が
︑
史
料
₁
に
見
え
る
十
一
月
の
過
料
銭
賦
課
は
︑
五
月
の
﹁
徳
役
始
﹂
よ
り
も
︑
む
し
ろ
十
月
の
﹁
面
付
並
諸
役
﹂
に
か
か

る
連
判
と
一
連
の
対
応
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
妥
当
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

一
方
の
徳
役
に
つ
い
て
は
︑
鈴
木
氏
が
︑
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
十
一
月
二
十
八
日
付
で
﹁
乾
福
寺
納
所
﹂
を
宛
所
と
し
た
﹁
武
田

家
朱
印
状
﹂（
₉
）に
﹁
乾
福
寺
祠
堂
物
之
事
︑
寺
中
寺
外
共
︑
御
徳
役
一
切
御
免
許
候
之
条
﹂︑
ま
た
同
九
年
（
一
五
八
一
）
七
月
十
日
付

で
﹁
乾
福
寺
納
所
中
﹂
を
宛
所
と
し
た
﹁
武
田
家
朱
印
状
﹂（
₁₀
）に
﹁
祠
堂
物
之
徳
役
︑
一
切
御
赦
免
之
事
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

注
目
し
︑
徳
役
と
は
祠
堂
物
を
対
象
と
し
て
賦
課
さ
れ
た
税
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（
₁₁
）︒
史
料
の
解
釈
を
踏
ま
え
る
と
︑
徳
役

に
つ
い
て
は
︑
棟
別
銭
を
含
め
た
新
役
銭
と
す
る
勝
俣
説
よ
り
も
︑
寺
社
に
よ
る
祠
堂
物
（
祠
堂
銭
）
や
富
裕
層
が
運
用
し
た
米
銭
を
対

象
と
し
て
賦
課
さ
れ
た
役
銭
と
見
做
す
鈴
木
説
の
方
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
よ
う
に
寺
社
や
富
裕
層
を
対
象
と
し
︑
彼
ら
に
よ
る
貸
借
行
為
の
営
み
に
課
税
し
た
徳
役
と
︑
過
料
銭
と
は
同

一
の
税
制
で
あ
る
と
見
做
す
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
︒
改
め
て
︑
史
料
₁
の
﹃
勝
山
記
﹄
の
記
載
内
容
を
見
る
と
︑﹁
地
下
ヘ
悉
ク
過

料
銭
ヲ
御
懸
ケ
候
︑
殊
更
ニ
寺
々
︑
祢
宜
︑
い
か
や
う
な
る
物
ニ
モ
︑
ヲ
シ
ナ
ヘ
テ
御
カ
ケ
候
﹂
と
あ
り
︑
郷
村
の
指
導
的
階
層
で
あ
る

﹁
地
下
﹂
の
人
々
（
地
下
衆
）
に
︑
広
範
か
つ
等
し
く
賦
課
さ
れ
た
と
い
う
過
料
銭
を
︑
祠
堂
物
（
祠
堂
銭
）
や
借
米
・
借
銭
と
い
う
貸

借
行
為
へ
の
賦
課
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う（
₁₂
）︒

し
た
が
っ
て
︑
過
料
銭
は
︑
祠
堂
物
（
祠
堂
銭
）
や
借
米
・
借
銭
に
賦
課
さ
れ
た
徳
役
と
は
異
な
り
︑
諸
役
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
別

の
税
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒﹃
勝
山
記
﹄
に
は
︑
史
料
₁
に
加
え
て
︑
天
文
二
十
年
（
一
五
五
一
）
条
お
よ

び
同
二
十
二
年
（
一
五
五
三
）
条
に
も
︑
過
料
銭
の
徴
収
に
関
す
る
記
載
内
容
が
確
認
さ
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
史
料
を
通
し
て
︑
さ
ら
に
過

天
文
十
八
年
地
震
と
税
制
（
西
川
）

三
一



料
銭
に
つ
い
て
探
っ
て
い
き
た
い
︒
ま
ず
は
︑
天
文
二
十
年
条
で
あ
る
︒

︻
史
料
₂
︼

天
文
廿
年
辛
亥

此
年
ノ
春
中
︑
去
年
ノ
餓
死
ニ
人
ノ
ツ
マ
ル
事
言
悟
道
断
無
申
計
リ
︑
人
ノ
カ
ツ
エ
死
ル
事
無
限
︑（
省
略
）
又
此
年
地
下
衆

ヘ
過
料
銭
ヲ
御
懸
候
︑
中
々
地
下
衆
ナ
ケ
キ
無
申
計
候
︑
皆
々
所
ヲ
ア
ケ
申
候
︑

史
料
₂
に
は
︑
前
年
の
天
文
十
九
年
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
大
雨
が
降
り
︑
大
風
が
吹
く
と
い
う
異
常
気
象
に
よ
り
︑
餓
死
者
が
相

次
い
だ
こ
と
を
受
け
て
︑
天
文
二
十
年
の
春
も
︑
世
間
で
は
逼
迫
し
た
状
況
が
続
い
て
い
た
と
い
う
︒
そ
し
て
︑
同
年
に
は
︑
地
下
衆
に

過
料
銭
が
賦
課
さ
れ
た
結
果
︑
人
々
が
そ
れ
を
忌
避
し
︑
居
住
地
を
離
れ
て
逃
散
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
︒
続
い
て
︑
天
文
二
十
二
年
条

に
つ
い
て
も
見
て
い
き
た
い
︒

︻
史
料
₃
︼

天
文
廿
二
年
癸
丑
﹁（

異
筆
）
年
﹂

（
省
略
）
日
ノ
照
リ
申
候
事
︑
五
月
ヨ
リ
八
月
︑
九
月
マ
テ
照
リ
候
て
︑
水
皆
々
ヒ
申
候
テ
︑
此
方
ノ
冬
水
チ
カ
イ
申
候
︑（
省

略
）
此
年
シ
出
家
︑
祢
宜キ

衆
︑
地
下
衆
ノ
主
モ
チ
不
申
候
者
ニ
過
代
銭
ヲ
懸
ケ
候
て
︑
皆
々
ナ
ケ
キ
申
候
事
不
及
言
説
ニ
︑

史
料
₃
に
よ
る
と
︑
天
文
二
十
二
年
五
月
か
ら
八
︑
九
月
ま
で
干
天
が
続
き
︑
水
が
干
上
が
り
旱
魃
が
発
生
し
た
結
果
︑
水
を
掛
け
流

し
て
栽
培
さ
れ
る
麦
（
冬
水
）
が
不
作
と
な
っ
た
︒
そ
し
て
︑
同
年
に
僧
侶
・
神
官
・
地
下
衆
の
う
ち
︑
奉
公
し
て
い
な
い
者
に
対
し
て

﹁
過
代
銭
﹂
が
賦
課
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
︑
人
々
が
悲
嘆
に
く
れ
た
と
い
う
︒
こ
こ
で
は
︑
天
文
十
八
年
︑
同
二
十
年
に
お
け
る
過
料
銭

賦
課
の
対
象
と
は
異
な
り
︑
地
下
衆
の
う
ち
武
田
家
や
小
山
田
家
等
の
領
主
と
主
従
関
係
を
結
ん
だ
被
官
に
は
︑﹁
過
代
銭
﹂
と
表
記
さ

三
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れ
た
過
料
銭
が
免
除
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
賦
課
の
対
象
に
相
違
が
見
ら
れ
る
も
の
の
︑
史
料
₂
︑
史
料
₃
の
双
方
と
も
に
︑
大
雨
や
旱
魃
と
い
っ
た
自
然
災
害
の

発
生
を
踏
ま
え
︑
人
々
の
生
命
と
生
活
に
重
大
な
危
機
が
生
じ
た
機
会
に
︑
地
下
衆
・
僧
侶
・
神
官
に
対
し
て
︑
過
料
銭
（
過
代
銭
）
が

賦
課
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

も
し
︑
過
料
銭
が
徳
役
の
よ
う
に
︑
祠
堂
物
（
祠
堂
銭
）
や
借
米
・
借
銭
へ
の
賦
課
で
あ
れ
ば
︑
こ
れ
ら
の
貸
借
関
係
を
抑
制
す
る
こ

と
で
納
税
の
負
担
は
減
少
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
︑
史
料
₁
︑
史
料
₂
︑
史
料
₃
を
通
し
て
見
え
て
く
る
過
料
銭
は
︑
寺
社
に
所
属
す
る
僧
侶

や
神
官
と
と
も
に
︑
地
下
衆
と
し
て
領
主
権
力
か
ら
把
握
さ
れ
た
人
々
に
対
し
て
︑
貸
借
関
係
の
有
無
と
は
関
係
な
く
広
範
か
つ
等
し
く

賦
課
さ
れ
た
結
果
︑
彼
ら
に
過
重
な
負
担
を
強
い
て
︑
彼
ら
の
生
計
が
立
ち
行
か
な
く
な
り
︑
生
活
基
盤
を
放
棄
す
る
逃
散
が
発
生
す
る

要
因
と
な
っ
て
い
る
︒

ま
た
︑﹃
甲
陽
日
記
﹄
に
は
︑
天
文
十
八
年
を
除
き
︑﹃
勝
山
記
﹄
に
過
料
銭
の
賦
課
が
記
さ
れ
た
天
文
二
十
年
︑
同
二
十
二
年
に
は
︑

過
料
銭
は
お
ろ
か
徳
役
を
賦
課
し
た
状
況
に
つ
い
て
も
記
録
さ
れ
て
い
な
い
︒

し
た
が
っ
て
︑
過
料
銭
は
︑
祠
堂
物
（
祠
堂
銭
）
や
借
米
・
借
銭
に
賦
課
さ
れ
た
徳
役
と
は
異
な
り
︑
自
然
災
害
の
発
生
時
︑
臨
時
措

置
と
し
て
広
く
寺
社
や
地
下
衆
に
賦
課
さ
れ
た
諸
役
の
一
部
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
過
料
銭
と
徳
役
が
異
な
る
こ
と
は
︑
史
料
₄
と
し
て
掲
出
す
る
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
十
二
月
二
十
七
日
付
の
﹁
小

山
田
信
有
判
物
﹂（
₁₃
）か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
︒

︻
史
料
₄
︼尚

︑
徳
役
共
ニ
差
置
候
也
︑

別
而
可
致
奉
公
之
由
詫
言
候
間
︑
如
前
々
諸
役
令
免
許
者
也
︑
仍
如
件
︑

弘
治
二
年

　
　
　

十
二
月
廿
七
日　
　
　
　

信
有　
（
花
押
）

（﹁
月
定
﹂
朱
印
）

天
文
十
八
年
地
震
と
税
制
（
西
川
）
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小
河
原
大
蔵
右
衛
門
尉
殿

史
料
₄
に
よ
る
と
︑
小
山
田
出
羽
守
信
有
の
後
継
者
で
あ
る
弥
三
郎
信
有
が
︑
小
河
原
大
蔵
右
衛
門
尉
に
対
し
て
︑
奉
公
の
申
出
の
見

返
り
に
以
前
ど
お
り
諸
役
の
免
除
を
約
束
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
徳
役
も
と
も
に
差
し
置
く
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
諸
役
と
徳
役
が
そ
れ

ぞ
れ
史
料
中
に
見
え
る
︒

そ
し
て
︑
同
年
十
二
月
晦
日
に
も
︑
弥
三
郎
信
有
は
上
条
神
兵
衛
尉
に
対
し
て
︑
奉
公
の
詫
言
を
受
け
て
﹁
自
今
以
後
︑
諸
役
・
徳
役

共
ニ
﹂
免
除
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る（
₁₄
）︒

こ
れ
ら
の
史
料
を
通
し
て
︑
鈴
木
氏
は
︑
諸
役
と
徳
役
の
免
除
が
別
個
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が（
₁₅
）︑
史
料
₄
の
事

例
等
か
ら
は
︑
鈴
木
氏
の
指
摘
に
加
え
て
︑
徳
役
と
諸
役
が
セ
ッ
ト
で
奉
公
に
対
す
る
見
返
り
と
し
て
免
除
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
こ
と
は
︑

先
の
﹃
甲
陽
日
記
﹄
天
文
十
八
年
条
に
記
載
さ
れ
た
﹁
徳
役
始
﹂
お
よ
び
﹁
面
付
並
諸
役
﹂
と
同
様
の
税
制
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ら
の
史
料
に
見
え
る
諸
役
の
中
に
︑
過
料
銭
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

二　

過
料
銭
と
棟
別
銭

前
章
で
は
︑
天
文
十
八
年
︑
同
二
十
年
︑
同
二
十
二
年
に
地
下
衆
等
に
賦
課
さ
れ
た
こ
と
が
﹃
勝
山
記
﹄
に
記
さ
れ
た
過
料
銭
は
︑
先

行
研
究
で
は
同
一
視
さ
れ
て
い
る
徳
役
と
は
異
な
り
︑
諸
役
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
こ
こ
で
︑
も
う
一
つ
問
題
と
し
て
残

さ
れ
て
い
る
の
が
︑
過
料
銭
と
棟
別
銭
と
の
関
係
で
あ
る（
₁₆
）︒

先
述
し
た
と
お
り
︑
勝
俣
氏
は
︑
過
料
銭
の
賦
課
に
つ
い
て
︑
天
文
十
八
年
に
武
田
家
の
税
制
改
革
が
行
わ
れ
︑
小
山
田
家
支
配
領
域

の
郡
内
地
域
︑
穴
山
家
支
配
領
域
の
河
内
地
域
も
含
め
た
︑
統
一
的
・
恒
常
的
な
棟
別
銭
の
賦
課
体
制
を
確
立
し
た
と
指
摘
し
て
お
り（
₁₇
）︑

過
料
銭
（
徳
役
）
を
棟
別
銭
と
し
て
認
識
し
て
い
る
︒

一
方
︑
鈴
木
氏
は
︑
武
田
信
虎
の
時
代
か
ら
武
田
家
の
支
配
領
域
に
対
し
て
︑
棟
別
役
が
賦
課
さ
れ
て
お
り
︑
晴
信
が
そ
れ
を
発
展
・

三
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継
承
し
て
天
文
十
一
年
（
一
五
四
二
）
に
﹁
棟
別
日
記
﹂
に
よ
る
棟
別
役
賦
課
を
初
め
て
実
施
し
た
こ
と
︑
ま
た
こ
の
段
階
の
甲
斐
国
で

免
許
さ
れ
る
べ
き
棟
別
役
の
額
が
銭
で
計
算
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
︑
武
田
家
が
﹁
棟
別
日
記
﹂
に
よ
る
棟
別
役
賦
課

を
初
め
て
実
施
し
た
天
文
十
一
年
か
ら
﹁
棟
別
法
度
﹂
が
制
定
さ
れ
た
同
十
六
年
ま
で
の
間
に
︑
領
国
内
か
ら
の
棟
別
役
賦
課
体
制
を
整

備
し
︑
弘
治
年
間
に
は
棟
別
銭
未
進
の
頻
発
に
対
応
す
る
た
め
棟
別
の
再
改
め
を
行
っ
た
こ
と
︑
さ
ら
に
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
か
ら

同
五
年
の
間
に
は
︑
役
銭
に
属
す
る
棟
別
銭
と
夫
役
に
属
す
る
押
立
公
事
・
普
請
役
を
統
合
し
︑
棟
別
を
単
位
と
し
て
賦
課
す
る
体
制
を

確
立
し
た
こ
と
を
評
価
し
て
い
る（
₁₈
）︒
こ
の
上
で
鈴
木
氏
は
︑
天
文
十
八
年
に
新
た
に
賦
課
さ
れ
た
過
料
銭
（
徳
役
）
が
棟
別
銭
と
は

異
な
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る（
₁₉
）︒

こ
の
よ
う
に
︑
過
料
銭
（
徳
役
）
と
棟
別
銭
と
が
同
一
の
課
税
で
あ
る
の
か
の
是
非
が
︑
勝
俣
説
と
鈴
木
説
と
の
争
点
で
あ
る
の
だ
が
︑

こ
こ
で
は
過
料
銭
と
は
異
な
る
税
と
判
断
し
た
徳
役
を
一
先
ず
除
外
し
た
上
で
︑
過
料
銭
と
棟
別
銭
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒

ま
ず
は
︑
武
田
領
国
に
お
け
る
棟
別
銭
の
賦
課
・
免
除
に
関
す
る
状
況
を
整
理
し
た
後
掲
の
付
表
が
︑﹁
棟
別
銭
の
賦
課
・
免
除
に
関

す
る
状
況
﹂
で
あ
る（
₂₀
）︒
表
の
と
お
り
︑
過
料
銭
は
﹃
勝
山
記
﹄
天
文
二
十
二
年
（
一
五
五
三
）
条
の
記
載
以
降
︑
関
連
す
る
史
料
を

確
認
で
き
な
く
な
る
一
方
︑
弘
治
元
年
（
一
五
五
五
）
十
一
月
以
降
︑
武
田
家
に
よ
る
棟
別
銭
の
賦
課
に
関
す
る
事
例
が
増
加
す
る
︒
こ

の
う
ち
︑﹁
棟
別
銭
﹂
の
表
記
が
確
認
さ
れ
る
初
期
の
史
料
が
史
料
₅
の
﹁
武
田
家
朱
印
状
﹂
で
あ
る（
₂₁
）︒

︻
史
料
₅
︼

法
光
寺
棟
別
改
之
日
記

合
参
貫
百
文

　

従
本
屋
十
五
片
屋

合
五
百
四
拾
文

卅
三
文
宛

　

従
十
五
片
屋
之
迷
銭

天
文
十
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と
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制
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合
五
百
文

　
　

従
新
屋
十

合
六
拾
壱
文

　
　

従
闕
屋
敷

　

都
合
四（

龍
朱
印
）

貫
弐
百
文

　
　
　
　
　
　
　

可
納

　

右
之
外
免
許

　

家
壱　
　
　
　

大
坊

■（
家
五
屋
）

■
■
■　
　

■（

網

野

新

五

左

衛

門

尉

）

■
■
■
■
■
■
■
■

　

■（

内

本

屋

壱

）

■
■
■
■

　
　
　

■（

新

屋

四

ツ

）

■
■
■
■

自
右
奉
行
衆
廻
触
廿
日
之
内
ニ
可
其
償
︑
廿
日
過
令
無
沙
汰
者
︑
以
利
倍
勘
定
可
収
納
者
也
︑
仍
如
件
︑

　
　
　

弘
治
元
年
乙卯

　
　
　
　
　

十
二
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　

調
衆

　
　
　
　
　
　
　
　

仙
光
坊

　
　
　
　
　
　
　
　

網
野
新
五
左
衛
門
尉

﹁
法
光
寺
棟
別
改
之
日
記
﹂
と
題
さ
れ
た
史
料
₅
に
よ
る
と
︑
武
田
家
が
︑
法
光
寺
（
放
光
寺
︑
甲
州
市
）
領
に
か
か
る
棟
別
銭
の
額
を
︑

免
除
対
象
と
な
る
家
を
除
い
て
本
屋
・
片
屋
・
新
屋
・
闕
屋
敷
毎
に
計
上
し
︑
合
計
四
貫
二
〇
〇
文
の
納
入
を
調
衆
で
あ
る
仙
光
坊
と
網

野
新
五
左
衛
門
尉
に
指
示
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
奉
行
衆
が
各
村
を
巡
回
し
て
棟
別
銭
の
徴
収
を
触
れ
出
し
て
以
降
︑
二
〇
日
以
内
に
棟

三
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別
銭
を
納
入
す
る
よ
う
指
示
し
︑
期
限
を
超
過
し
た
場
合
︑
倍
額
の
負
担
を
要
求
し
て
い
る
︒

表
の
と
お
り
︑
そ
の
約
一
か
月
前
に
あ
た
る
弘
治
元
年
十
一
月
に
は
︑
武
田
家
が
鮎
沢
郷
（
南
ア
ル
プ
ス
市
）
に
対
し
て
︑
免
除
分
の

家
一
四
軒
を
除
き
︑
合
計
三
貫
三
〇
〇
文
と
な
る
棟
別
銭
の
徴
収
を
調
衆
で
あ
る
井
上
甚
右
衛
門
尉
に
指
示
し
︑
史
料
₅
と
同
様
に
︑
奉

行
衆
の
﹁
廻
触
﹂
よ
り
二
〇
日
以
内
に
納
入
で
き
な
け
れ
ば
︑
倍
額
の
負
担
を
命
じ
る
要
求
を
し
て
お
り（
₂₂
）︑
同
時
期
に
甲
斐
国
内
で

棟
別
銭
の
徴
収
を
強
化
す
る
た
め
︑
賦
課
対
象
と
な
る
家
を
確
定
す
る
調
査
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

ま
た
︑
こ
の
際
に
棟
別
銭
の
徴
収
時
期
や
徴
収
方
法
に
つ
い
て
も
改
定
さ
れ
た
︒
こ
の
内
容
に
つ
い
て
は
︑
翌
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）

正
月
十
八
日
付
で
発
給
さ
れ
た
史
料
₆
の
﹁
武
田
家
朱
印
状
写
﹂
を
通
し
て
確
認
し
た
い（
₂₃
）︒

︻
史
料
₆
︼

就
于
棟
別（

印
略
影
︑
龍
朱
印
カ
）

銭
無
沙
汰
新
法
之
事
︑

春
之
棟
別
者
限
八
月
晦
日
︑
秋
之
棟
別
者
切
翌
年
二
月
晦
日
︑
出
銭
難
渋
之
旨
并
相
論
之
趣
等
令
披
露
可
落
着
︑
若
過
其
期
於
于
未

進
者
︑
不
及
理
非
集
衆
可
弁
之
者
也
︑
仍
如
件
︑

　
　
　

弘
治
二
年
丙辰

　
　
　
　
　

正
月
十
八
日

史
料
₆
は
︑
文
書
の
袖
に
﹁
此
御
朱
印
藤
巻
大
屋
ニ
御
座
候
得
共
︑
織
右
衛
門
代
︑
宿
元
左
衛
門
ニ
譲
リ
︑
本
書
ハ
元
左
衛
門
処
ニ
御

座
候
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
鮎
沢
郷
に
居
住
し
た
藤
巻
家
の
大
屋
（
本
家
）
に
伝
来
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

内
容
を
見
る
と
︑
武
田
家
が
棟
別
銭
の
未
納
に
際
し
て
﹁
新
法
﹂
を
制
定
し
た
と
あ
り
︑
弘
治
二
年
以
前
か
ら
既
に
徴
収
さ
れ
て
い
た

棟
別
銭
の
未
納
が
深
刻
化
し
て
お
り
︑
税
制
改
編
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
事
態
と
な
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
︒
こ
の
結
果
︑
棟
別
銭
の
徴
収

時
期
に
つ
い
て
︑
春
の
納
期
を
八
月
晦
日
︑
秋
の
納
期
を
翌
年
二
月
晦
日
と
設
定
す
る
と
と
も
に
︑
棟
別
銭
徴
収
へ
の
難
渋
や
︑
相
論
の

発
生
等
の
事
態
が
生
じ
る
場
合
に
は
︑
武
田
家
に
報
告
し
て
解
決
す
る
旨
の
方
針
が
と
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
棟
別
銭
の
徴
収
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は
︑
武
田
家
と
棟
別
銭
を
賦
課
さ
れ
た
村
落
と
の
間
の
調
整
を
経
た
上
で
︑
双
方
の
合
意
を
踏
ま
え
て
決
定
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
︒
そ
し
て
︑
納
期
を
超
過
し
て
も
未
進
の
場
合
に
は
︑﹁
集
衆
﹂（
調
衆
）
が
弁
償
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
︑
納
入
額
が
決

定
さ
れ
た
棟
別
銭
は
︑
徴
収
に
あ
た
る
調
衆
が
責
任
を
負
い
︑
未
徴
収
額
を
含
め
て
負
担
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
︒

こ
こ
で
改
め
て
︑
過
料
銭
が
﹃
勝
山
記
﹄
天
文
十
八
年
条
に
﹁
地
下
ヘ
悉
ク
過
料
銭
ヲ
御
懸
ケ
候
︑
殊
更
ニ
寺
々
︑
祢
宜
︑
い
か
や
う

な
る
物
ニ
モ
︑
ヲ
シ
ナ
ヘ
テ
御
カ
ケ
候
﹂
と
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
地
下
衆
に
対
し
て
︑
広
範
か
つ
等
し
く
賦
課
さ
れ
た
銭
納
に
よ

る
税
制
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑
過
料
銭
と
は
︑
天
文
十
八
年
当
時
に
既
に
実
施
さ
れ
て
い
た
棟
別
銭
の
臨
時
的
な
追
加
課
税
で

あ
り
︑
自
然
災
害
の
影
響
を
受
け
て
天
文
十
八
年
︑
同
二
十
年
︑
同
二
十
二
年
の
三
か
年
に
賦
課
さ
れ
た
結
果
︑
棟
別
銭
未
納
の
拡
大
と

い
う
問
題
を
生
じ
た
た
め
︑﹁
新
法
﹂
制
定
に
よ
る
新
た
な
棟
別
銭
賦
課
体
制
が
実
施
さ
れ
︑
そ
の
後
は
過
料
銭
も
正
規
の
棟
別
銭
の
中

に
吸
収
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

そ
れ
で
は
︑
こ
の
時
の
棟
別
銭
改
定
に
と
も
な
い
︑
過
料
銭
の
賦
課
を
要
す
る
事
態
は
︑
そ
の
後
に
収
束
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
引
き

続
き
︑
史
料
を
通
し
て
考
察
し
た
い
︒
次
の
史
料
₇
は
︑
史
料
₆
と
同
じ
く
鮎
沢
郷
に
お
け
る
棟
別
銭
徴
収
の
状
況
が
記
さ
れ
た
︑
壬
戌

（
永
禄
五
年
・
一
五
六
二
）
極
月
十
六
日
付
の
﹁
武
田
家
朱
印
状
写
﹂（
₂₄
）で
あ
る
︒

︻
史
料
₇
︼

　
　
　
　
　

鮎
沢
之
郷

　
　

（
印
略
影
）合

四
百
九
十
五
文

一
︑
来
癸
亥
之
秋
棟
別
銭
之
内
︑
従
家
一
間
三
十
銭
充
︑
来
廿
日
以
前
可
納
之
事

一
︑
必
癸
亥
之
秋
︑
棟
別
可
続
之
事

一
︑
除
御
法
度
之
悪
銭
可
納
之
事

　
　
　
　

壬
戌

　
　
　
　
　

極
月
十
六
日　
　
　

飯
富
源
四
郎
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昌
景 

朱
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　

調
衆

史
料
₇
に
よ
る
と
︑
武
田
家
の
奉
行
人
で
あ
る
飯
富
昌
景
が
︑
鮎
沢
郷
の
調
衆
（﹁
藤
巻
大
屋
﹂）
に
対
し
て
︑
鮎
沢
郷
に
課
さ
れ
た

棟
別
銭
四
九
五
文
に
つ
い
て
︑
癸
亥
（
永
禄
六
年
）
の
秋
棟
別
銭
の
一
部
と
し
て
︑
家
一
間
分
に
三
〇
銭
ず
つ
を
︑
来
る
（
極
月
）
二
十

日
以
前
に
納
入
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
昌
景
は
︑
翌
年
分
の
秋
棟
別
銭
の
一
部
を
前
年
中
に
賦
課
し
た
の
で
あ
り
︑
癸

亥
（
永
禄
六
年
）
の
秋
に
は
︑
改
め
て
残
り
の
棟
別
銭
を
納
入
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
使
用
が
制
限
さ
れ
て
い
た
悪
銭
に
よ

る
納
入
を
禁
止
し
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
︒

こ
こ
で
︑
史
料
₇
が
発
給
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
︒﹃
勝
山
記
﹄
永
禄
五
年
（
一
五
六
二
）
十
月
条
に
よ
る
と
︑
同
年

十
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
干
天
が
継
続
し
て
い
た
と
い
う
︒
す
な
わ
ち
︑
史
料
₇
は
︑
自
然
災
害
の
発
生
に
際
し
て
︑
秋
棟
別
銭
の
一

部
を
納
期
の
前
倒
し
に
よ
る
追
加
課
税
し
た
事
例
で
あ
り
︑
同
じ
く
自
然
災
害
が
地
域
社
会
を
襲
っ
た
際
に
過
料
銭
が
徴
収
さ
れ
た
こ
と

と
︑
同
様
の
背
景
を
踏
ま
え
て
︑
本
史
料
は
発
給
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

以
上
の
と
お
り
︑
天
文
末
か
ら
弘
治
年
間
（
一
五
五
五
～
一
五
五
八
）
に
か
け
て
︑
徳
役
が
恒
常
的
な
役
銭
化
す
る
一
方
︑
過
料
銭
は
︑

調
衆
の
責
任
の
も
と
で
春
・
秋
の
年
二
回
の
徴
収
と
設
定
さ
れ
た
新
た
な
棟
別
銭
賦
課
体
制
に
吸
収
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
︑
こ
う
し

た
状
況
に
お
い
て
も
︑
自
然
災
害
の
発
生
に
際
し
て
は
︑
棟
別
銭
の
納
期
前
倒
し
に
よ
る
追
加
課
税
を
確
認
で
き
︑
実
質
的
に
過
料
銭
は

継
続
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
︒

な
お
︑
そ
の
後
の
棟
別
銭
の
賦
課
に
関
す
る
状
況
の
推
移
に
つ
い
て
︑
付
表
﹁
棟
別
銭
の
賦
課
・
免
除
に
関
す
る
状
況
﹂
を
も
と
に
ま

と
め
る
と
︑
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
三
月
二
十
六
日
︑
武
田
家
が
湯
平
郷
・
熊
野
郷
・
保
坂
郷
・
中
牧
郷
・
中
野
郷
・
窪
八
幡
郷
の
各

住
人
に
対
し
て
︑
同
年
よ
り
﹁
両
（
春
・
秋
）
棟
別
﹂
を
免
除
し
︑
普
請
役
・
隠
田
等
を
軍
役
衆
同
前
と
す
る
の
で
︑
参
陣
す
る
よ
う
指

示
し
て
お
り
︑
ま
た
同
年
四
月
十
九
日
に
は
︑
武
田
家
が
六
科
郷
・
千
野
郷
・
上
八
田
郷
の
各
住
人
に
対
し
て
同
様
の
内
容
を
伝
え
る
文

書
を
発
給
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
元
亀
年
間
に
は
︑
棟
別
銭
が
軍
役
等
の
負
担
の
見
返
り
と
し
て
免
除
さ
れ
る
事
例
が
増
加
し
て
い
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る
︒さ

ら
に
︑
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
三
月
二
十
八
日
に
は
︑
武
田
家
が
跡
部
勝
資
に
対
し
て
︑
石
原
備
後
守
が
所
持
す
る
勝
沼
・
熊
野

両
郷
に
お
け
る
田
屋
・
屋
敷
・
棟
別
・
被
官
の
屋
敷
を
与
え
て
い
る
ほ
か
︑
同
七
年
（
一
五
七
九
）
八
月
十
八
日
に
は
︑
武
田
家
が
天
野

小
四
郎
に
対
し
て
︑
江
草
郷
の
両
棟
別
一
五
貫
一
〇
〇
文
等
の
知
行
を
安
堵
し
て
い
る
よ
う
に
︑
天
正
年
間
に
な
る
と
︑
棟
別
銭
は
武
田

家
家
臣
や
寺
社
の
奉
公
に
対
す
る
知
行
と
し
て
得
分
化
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
︒

こ
う
し
た
棟
別
銭
に
つ
い
て
︑
こ
こ
ま
で
武
田
家
に
よ
る
徴
収
の
視
点
か
ら
考
察
し
て
き
た
が
︑
こ
の
一
方
で
︑
賦
課
さ
れ
た
側
の
認

識
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
史
料
₈
は
︑
元
亀
三
年
（
一
五
七
三
）
十
二
月
二
十
八
日
付
の
屋
敷
売
券
で
あ
る（
₂₅
）︒

︻
史
料
₈
︼

黄
金
合
拾
両
︑
同
此
以
前
か
り
申
候
籾
本
六
俵
壱
斗
六
升
︑
此
方
ニ
我
等
踞
候
屋
敷
永
代
末
代
売
渡
申
候
事
実
正
な
り
︑
西
北
つ
ゐ

ち
と
も
に
︑
南
ハ
つ
ゐ
ち
き
ハ
ま
て
︑
東
く
ね
き
ハ
ま
て
ま
い
て
一
円
ニ
相
渡
申
候
︑
然
ハ
棟
別
ハ
壱
役
御
座
候
を
相
そ
へ
︑
後
に

て
渡
申
候
︑
我
等
一
銭
も
不
存
間
敷
候
︑
同
棟
別
後
か
ゝ
り
の
役
之
事
も
一
切
我
等
ハ
不
存
間
敷
候
と
相
定
申
候
︑
於
国
中
田
地
返

し
・
本
成
お
し
つ
ふ
し
如
何
様
成
お
ほ
せ
出
し
御
座
候
共
︑
於
彼
屋
敷
し
ん
る
い
・
ふ
る
い
︑
誰
人
成
共
い
ら
ん
有
間
敷
候
︑
同
家

壱
相
そ
へ
渡
申
候
︑
付
而
此
ま
へ
馬
の
か
ね
壱
両
︑
同
籾
右
黄
金
ニ
入
す
ま
し
申
候
︑
此
ま
へ
一
銭
な
に
成
共
お
ゐ
不
申
候
︑
棟
別

御
座
候
付
而
︑
ね
ん
く
ハ
一
銭
も
無
御
座
候
︑
為
後
日
た
か
い
に
て
か
た
と
り
わ
た
し
申
候
︑
仍
而
如
件
︑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

う
り
ぬ
し

　
　

元
亀
三
年
壬申
拾
二
月
廿
八
日　
　

願
念
（
花
押
）

　
　
　
　
　

末
木
淡
路
守
殿
へ
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
い
は
ん
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
三
左
衛
門
尉
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

善
右
衛
門
尉
殿

四
〇



史
料
₈
は
︑
八
田
（
笛
吹
市
）
に
所
在
す
る
願
念
寺
の
開
基
で
あ
る
願
念
が
︑
与
三
左
衛
門
尉
お
よ
び
善
右
衛
門
尉
を
証
人
と
し
て
︑

同
地
を
拠
点
に
活
動
し
た
武
田
家
家
臣
の
末
木
家
重
（
淡
路
守
）
に
対
し
︑
黄
金
一
〇
両
と
以
前
に
借
用
し
て
い
た
籾
六
俵
一
斗
六
升
の

代
に
屋
敷
を
売
り
渡
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る（
₂₆
）︒
ま
た
︑
こ
の
屋
敷
に
付
属
す
る
家
一
軒
分
も
同
様
に
家
重
に
売
り
渡
さ
れ
る
と

と
も
に
︑
馬
の
代
金
一
両
も
込
み
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
国
中
地
域
に
お
い
て
﹁
田
地
返
し
﹂﹁
本
成
お
し
つ
ふ
し
﹂
と
称

さ
れ
た
徳
政
が
実
施
さ
れ
た
場
合
︑
願
念
の
親
類
・
部
類
が
屋
敷
に
対
す
る
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
︒

史
料
中
に
は
︑
売
り
渡
し
に
と
も
な
い
︑
屋
敷
に
か
か
る
棟
別
の
役
を
願
念
が
家
重
に
継
承
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
願
念

は
こ
の
役
を
﹁
一
銭
﹂
も
負
担
し
な
い
と
あ
る
よ
う
に
︑
こ
れ
は
棟
別
銭
に
該
当
す
る
と
推
測
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
棟
別
銭
の
負
担
は

屋
敷
の
所
持
と
一
体
の
も
の
で
あ
り
︑
武
田
家
の
家
臣
で
あ
っ
て
も
通
常
で
は
賦
課
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
屋
敷
に

棟
別
銭
が
賦
課
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
年
貢
の
負
担
は
無
い
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
屋
敷
に
か
か
る
年
貢
は
棟
別
銭
に
統
合
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
︒

さ
ら
に
︑
願
念
は
﹁
棟
別
後
か
ゝ
り
の
役
﹂
も
家
重
に
継
承
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑﹁
後
か
ゝ
り
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断

す
る
と
︑
正
規
の
棟
別
銭
が
徴
収
さ
れ
た
後
に
︑
臨
時
に
追
加
し
て
掛
け
ら
れ
た
棟
別
銭
の
追
加
課
税
を
指
す
こ
と
が
推
測
さ
れ
る（
₂₇
）︒

先
述
し
た
よ
う
に
︑
過
料
銭
そ
の
も
の
は
﹃
勝
山
記
﹄
天
文
二
十
二
年
条
以
降
に
史
料
上
確
認
さ
れ
な
く
な
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑﹁
棟

別
後
か
ゝ
り
の
役
﹂
と
い
う
表
記
が
︑
そ
れ
か
ら
二
〇
年
後
の
売
券
に
見
え
る
と
い
う
事
実
は
︑
棟
別
銭
の
臨
時
的
な
追
加
課
税
が
実
施

さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
認
識
が
︑
在
地
の
社
会
に
深
く
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

お
わ
り
に

以
上
︑
本
稿
で
は
︑
武
田
家
が
天
文
十
八
年
に
賦
課
し
た
過
料
銭
を
通
し
て
︑
自
然
災
害
の
発
生
時
に
お
け
る
税
制
の
状
況
を
考
察
し

た
︒
こ
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

○ 

天
文
十
八
年
（
一
五
四
九
）︑
武
田
家
が
新
規
に
賦
課
し
た
過
料
銭
は
︑
自
然
災
害
の
発
生
に
よ
っ
て
︑
人
々
の
生
命
と
生
活
に
重
大

天
文
十
八
年
地
震
と
税
制
（
西
川
）

四
一



な
危
機
が
生
じ
た
機
会
に
︑
郷
村
の
指
導
的
階
層
で
あ
る
地
下
衆
を
対
象
と
し
て
広
範
か
つ
等
し
く
賦
課
さ
れ
て
お
り
︑
祠
堂
物
（
祠

堂
銭
）
や
借
米
・
借
銭
に
賦
課
さ
れ
た
徳
役
と
は
異
な
り
︑
諸
役
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

○ 

過
料
銭
は
︑
棟
別
銭
の
臨
時
的
な
追
加
課
税
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
︑
そ
の
賦
課
に
よ
り
棟
別
銭
未
納
の
拡
大
と
い
う
問
題
を
生
じ
た

た
め
︑
天
文
末
か
ら
弘
治
年
間
（
一
五
五
五
～
一
五
五
八
）
に
か
け
て
︑
調
衆
の
責
任
の
も
と
で
春
・
秋
の
年
二
回
の
徴
収
と
設
定
さ

れ
た
︑
新
た
な
棟
別
銭
賦
課
体
制
に
吸
収
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

○ 

永
禄
・
元
亀
年
間
（
一
五
五
八
～
一
五
七
三
）
に
は
︑
自
然
災
害
の
発
生
に
際
し
て
︑
棟
別
銭
の
納
期
前
倒
し
に
よ
る
徴
収
が
行
わ
れ
︑

過
料
銭
は
実
質
的
に
継
続
さ
れ
て
い
た
と
見
做
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
屋
敷
売
券
に
記
載
さ
れ
た
﹁
棟
別
後
か
ゝ
り
の
役
﹂
の
よ
う
に
︑

棟
別
銭
の
臨
時
的
な
追
加
課
税
の
実
施
を
想
定
す
る
と
い
う
認
識
が
︑
在
地
の
社
会
に
深
く
浸
透
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
︒

以
上
の
と
お
り
︑
過
料
銭
の
賦
課
は
︑
徳
役
と
と
も
に
自
然
災
害
の
発
生
に
対
応
し
た
武
田
家
に
よ
る
税
制
改
編
の
一
環
で
あ
っ
た
と

判
断
さ
れ
よ
う
︒
本
稿
の
最
後
に
︑
同
時
期
に
実
施
さ
れ
た
他
の
戦
国
大
名
に
よ
る
税
制
改
編
と
の
比
較
を
通
し
て
︑
本
稿
で
考
察
し
た

武
田
家
の
状
況
を
評
価
し
た
い
︒
比
較
の
対
象
と
す
る
の
は
︑
後
北
条
家
の
事
例
で
あ
る
︒

天
文
十
九
年
（
一
五
五
〇
）
四
月
一
日
付
で
後
北
条
家
が
相
模
国
西
郡
の
一
色
百
姓
中
宛
に
発
給
し
た
定
書
に
は
︑﹁
国
中
諸
郡
﹂
の

退
転
に
よ
り
諸
郷
に
か
か
る
公
事
を
免
除
す
る
規
定
が
記
さ
れ
て
い
る（
₂₈
）︒
こ
れ
に
よ
る
と
︑
同
家
は
諸
点
役
の
代
わ
り
に
︑
所
領
ご

と
に
貫
高
の
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
賦
課
す
る
﹁
役
銭
﹂
を
基
準
に
し
て
︑
そ
の
三
分
の
一
を
納
税
額
と
し
て
賦
課
し
︑
六
月
と
十
月
に
半
分

ず
つ
分
割
し
て
納
入
す
る
よ
う
命
じ
る
一
方
︑
旧
来
の
諸
公
事
を
免
除
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
陣
夫
・
廻
陣
夫
・
大
普
請
と
い
っ
た
︑
災
害

か
ら
の
復
興
や
戦
乱
へ
の
対
応
に
要
す
る
夫
役
の
賦
課
を
維
持
し
て
い
る（
₂₉
）︒

後
北
条
家
は
︑﹁
懸
銭
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
の
新
税
の
納
入
を
︑
代
官
お
よ
び
百
姓
中
に
対
し
て
規
定
ど
お
り
に
要
求
す
る
と
と
も
に
︑

未
進
分
が
生
じ
た
ら
百
姓
を
処
刑
し
︑
地
頭
・
代
官
も
同
罪
と
す
る
旨
を
指
示
し
て
お
り（
₃₀
）︑
未
納
が
発
生
し
な
い
税
制
の
確
立
を
最

重
視
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
︒

以
上
の
と
お
り
︑
天
文
十
九
年
の
後
北
条
領
国
に
お
け
る
税
制
改
編
は
︑
従
来
賦
課
さ
れ
た
諸
公
事
の
廃
止
に
と
も
な
う
懸
銭
へ
の
統

合
化
と
そ
の
二
期
分
割
納
入
︑
悪
銭
の
除
去
と
い
っ
た
点
に
お
い
て
︑
武
田
家
に
よ
る
過
料
銭
・
棟
別
銭
の
改
定
と
共
通
の
施
策
の
方
針

四
二



を
読
み
取
れ
る
︒
武
田
・
後
北
条
の
両
事
例
を
踏
ま
え
る
と
︑
自
然
災
害
が
相
次
い
で
発
生
す
る
中
で
︑
租
税
の
未
納
に
対
応
し
て
確
実

な
納
税
の
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
が
︑
戦
国
大
名
に
よ
る
税
制
改
編
の
意
図
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
自
然
災
害
時
に
お
け
る
戦
国
大
名

や
国
衆
︑
村
落
の
対
応
に
つ
い
て
︑
更
な
る
研
究
を
進
め
る
こ
と
を
︑
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

︻
付
記
︼　

本
稿
は
︑
日
本
学
術
振
興
会 

科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
））
の
交
付
を
受
け
て
行
っ
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

註
（
₁
）　

佐
脇
栄
智
﹁
北
条
氏
の
領
国
経
営
（
氏
康
・
氏
政
の
時
代
）﹂（﹃
神

奈
川
県
史
﹄
通
史
編
₁
原
始
・
古
代
・
中
世
︑
神
奈
川
県
︑
一
九
八

一
年
）︑
則
竹
雄
一
﹁
後
北
条
領
国
下
の
徳
政
問
題
─
永
禄
三
年
徳

政
令
を
中
心
に
─
﹂（
同
﹃
戦
国
大
名
領
国
の
権
力
構
造
﹄
吉
川
弘

文
館
︑
二
〇
〇
五
年
︑
初
出
一
九
八
九
年
）︑
同
﹁
大
名
領
国
下
に

お
け
る
年
貢
収
取
と
村
落
﹂（
同
﹃
戦
国
大
名
領
国
の
権
力
構
造
﹄

吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
五
年
︑
初
出
一
九
九
三
年
）︑
久
保
健
一
郎

﹁
戦
国
大
名
領
国
に
お
け
る
高
利
貸
と
﹃
徳
政
﹄﹂（
同
﹃
戦
国
大
名

と
公
儀
﹄
校
倉
書
房
︑
二
〇
〇
一
年
︑
初
出
一
九
九
六
年
）︑
阿
部

浩
一
﹁
戦
国
期
徳
政
の
事
例
検
討
﹂（
同
﹃
戦
国
期
の
徳
政
と
地
域

社
会
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
一
年
）︑
黒
田
基
樹
﹁
戦
国
期
東
国

の
徳
政
﹂（
同
﹃
戦
国
期
の
債
務
と
徳
政
﹄
校
倉
書
房
︑
二
〇
〇
九
年
︑

初
出
二
〇
〇
七
年
）︑
拙
稿
﹁
災
害
と
法
︱
戦
国
大
名
に
よ
る
災
害

対
応
︱
﹂（
日
本
史
史
料
研
究
会
監
修
・
松
園
潤
一
朗
編
﹃
室
町
・

戦
国
時
代
の
法
の
世
界
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
二
一
年
）︒

（
₂
）　

鈴
木
将
典
﹁
武
田
氏
の
徳
役
﹂（
同
﹃
戦
国
大
名
武
田
氏
の
領
国

支
配
﹄
岩
田
書
院
︑
二
〇
一
五
年
︑
初
出
二
〇
一
一
年
）︒

（
₃
）　
﹃
山
梨
県
史
﹄
資
料
編
₆
中
世
₃
上
県
内
記
録
（
山
梨
県
︑
二
〇

〇
一
年
︑
以
下
﹃
山
﹄
資
₆
と
略
す
）
第
一
部
﹁
記
録
類
﹂
第
一
編

﹁
記
録
・
法
典
﹂
四
︒
以
下
︑
本
稿
で
引
用
す
る
﹃
勝
山
記
﹄
の
出

典
は
同
一
で
あ
る
︒

（
₄
）　

勝
俣
鎮
夫
﹁
葦
の
髄
か
ら
天
井
の
ぞ
く
─
﹃
常
在
寺
衆
年
代
記
﹄

を
読
む
─
﹂（﹃
山
梨
県
史
研
究
﹄
六
︑
一
九
九
八
年
）︒

（
₅
）　

鈴
木
前
掲
註
（
₂
）
論
文
︒

（
₆
）　
﹃
山
﹄
資
₆
第
一
部
﹁
記
録
類
﹂
第
一
編
﹁
記
録
・
法
典
﹂
一
︒

以
下
︑
本
稿
で
引
用
す
る
﹃
甲
陽
日
記
﹄
の
出
典
は
同
一
で
あ
る
︒

（
₇
）　
﹃
山
梨
県
史
﹄
資
料
編
₇
中
世
₄
考
古
資
料
（
山
梨
県
︑
二
〇
〇

四
年
）
第
三
部
﹁
在
銘
資
料
﹂
一
七
〇
号
︒

（
₈
）　
﹃
山
梨
県
史
﹄
資
料
編
₅
中
世
₂
上
県
外
文
書
（
山
梨
県
︑
二
〇

〇
五
年
︑
以
下
﹃
山
﹄
資
₅
上
と
略
す
）
一
二
〇
三
号
︑
早
稲
田
大

学
図
書
館
所
蔵
文
書
（
安
藤
家
文
書
）︒

天
文
十
八
年
地
震
と
税
制
（
西
川
）

四
三



（
₉
）　
﹃
山
﹄
資
₅
上 

一
五
四
三
号
︑
建
福
寺
文
書
︒

（
₁₀
）　
﹃
山
﹄
資
₅
上 

一
五
四
六
号
︑
建
福
寺
文
書
︒

（
₁₁
）　

鈴
木
前
掲
註
（
₂
）
論
文
︒

（
₁₂
）　

武
田
領
国
に
お
け
る
地
下
衆
に
つ
い
て
は
︑
平
山
優
﹁
戦
国
期
地

下
人
（
郷
中
乙
名
衆
）
の
存
在
形
態
﹂（
同
﹃
戦
国
大
名
領
国
の
基

礎
構
造
﹄
校
倉
書
房
︑
一
九
九
九
年
︑
初
出
一
九
九
四
年
）
を
参
照

さ
れ
た
い
︒

（
₁₃
）　

柴
辻
俊
六
・
黒
田
基
樹
編
﹃
戦
国
遺
文
﹄
武
田
氏
編
第
一
巻
（
東

京
堂
出
版
︑
二
〇
〇
二
年
︑
以
下
﹃
戦
﹄
一
と
略
す
）
五
二
二
号
︑

内
閣
文
庫
所
蔵
﹁
諸
州
古
文
書
﹂
二
下
︒
な
お
︑﹃
山
梨
県
史
﹄
資

料
編
₄
中
世
₁
県
内
文
書
（
山
梨
県
︑
一
九
九
九
年
︑
以
下
﹃
山
﹄

資
₄
と
略
す
）
一
四
九
一
号
﹁
小
山
田
信
有
判
物
﹂
小
佐
野
（
得
季
）

家
文
書
の
注
釈
に
よ
る
と
︑
本
史
料
は
︑
同
年
月
日
︑
同
内
容
で
発

給
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
が
︑
宛
所
で
あ
る
﹁
堀
端
坊
殿
﹂
は
︑
抹
消

さ
れ
た
上
に
記
載
さ
れ
て
お
り
︑﹁
諸
州
古
文
書
﹂
で
は
本
来
﹁
小

河
原
大
蔵
右
衛
門
尉
殿
﹂
と
記
載
さ
れ
て
い
た
と
判
断
さ
れ
て
い

る
︒

（
₁₄
）　
﹃
山
﹄
資
₅
上 

一
五
四
二
号
︑
黒
河
内
義
夫
氏
所
蔵
文
書
︒

（
₁₅
）　

鈴
木
前
掲
註
（
₂
）
論
文
︒

（
₁₆
）　

平
山
優
﹁
戦
国
大
名
の
諸
役
賦
課
と
納
入
の
実
現
形
態
﹂（
平
山

前
掲
註
（
₁₂
）
著
書
︑
初
出
一
九
八
八
年
）
に
よ
る
と
︑
棟
別
銭
を

含
む
棟
別
役
は
︑
武
田
家
が
郷
村
を
媒
介
と
し
て
︑
そ
の
自
律
的
な

機
能
（
郷
請
）
に
依
拠
す
る
こ
と
で
︑
郷
村
内
の
家
の
家
格
を
把
握

し
賦
課
さ
れ
た
︒

（
₁₇
）　

勝
俣
前
掲
註
（
₄
）
論
文
︒

（
₁₈
）　

鈴
木
将
典
﹁
武
田
氏
の
税
制
﹂（
鈴
木
前
掲
註
（
₂
）
著
書
︑
初

出
二
〇
〇
八
年
）︒

（
₁₉
）　

鈴
木
前
掲
註
（
₂
）
論
文
︒

（
₂₀
）　

表
で
は
︑
い
ず
れ
も
棟
別
銭
と
し
て
明
確
な
事
例
を
抽
出
し
た

が
︑
そ
れ
以
外
に
︑
天
文
二
年
（
一
五
三
三
）
八
月
二
十
七
日
付
で

広
済
寺
に
宛
て
ら
れ
た
﹁
武
田
信
虎
禁
制
﹂（﹃
山
梨
県
史
﹄
資
料
編

₄
中
世
₁
県
内
文
書
︑
山
梨
県
︑
一
九
九
九
年
︑
以
下
﹃
山
﹄
資
₄

と
略
す
︑
八
四
二
号
︑
広
済
寺
文
書
）
に
は
︑﹁
棟
別
と
る
へ
か
ら
す
﹂

と
記
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
﹁
棟
別
﹂
は
人
足
の
動
員
等
で
は
な
く
︑

寺
家
を
対
象
に
徴
収
す
る
も
の
︑
す
な
わ
ち
銭
納
の
実
施
が
推
測
さ

れ
︑
鈴
木
説
の
と
お
り
︑
信
虎
期
に
は
棟
別
役
の
銭
貨
に
よ
る
賦
課

が
実
際
に
開
始
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
︒

（
₂₁
）　
﹃
山
﹄
資
₄ 

二
七
九
号
︑
網
野
家
文
書
︒

（
₂₂
）　
﹃
山
﹄
資
₄ 

一
三
八
六
号
﹁
武
田
家
朱
印
状
﹂︑
網
野
家
文
書
︒

（
₂₃
）　
﹃
山
﹄
資
₄ 

一
三
九
八
号
︑
藤
巻
家
文
書
︒

（
₂₄
）　
﹃
山
﹄
資
₄ 

一
三
九
九
号
︑
藤
巻
家
文
書
︒

（
₂₅
）　
﹃
山
﹄
資
₄ 

七
一
五
号
﹁
願
念
屋
敷
売
券
﹂︑
八
田
家
文
書
︒

（
₂₆
）　
﹁
さ
い
は
ん
人
﹂
の
善
右
衛
門
尉
は
︑
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）

二
月
七
日
付
﹁
市
佑
殿
﹂（
末
木
政
清
）
宛
﹁
末
木
家
重
譲
状
﹂（﹃
山
﹄

資
₄ 

七
一
六
号
︑
八
田
家
文
書
）
で
は
﹁
末
木
善
右
衛
門
尉
殿
﹂︑

ま
た
辛
巳
（
天
正
九
年
）
四
月
朔
日
付
﹁
市
佑
殿
﹂
宛
﹁
末
木
家
重

譲
状
﹂（
同 

七
一
七
号
︑
同
）
で
は
﹁
末
木
善
右
衛
門
殿
﹂
と
そ
の

名
を
確
認
で
き
︑
そ
れ
ぞ
れ
証
人
に
立
て
ら
れ
て
い
る
︒

四
四



（
₂₇
）　

平
山
前
掲
註
（
₁₆
）
論
文
で
は
︑﹁
棟
別
後
か
ゝ
り
の
役
﹂
に
つ

い
て
︑
そ
の
断
定
が
困
難
と
し
つ
つ
︑
点
役
や
押
立
公
事
等
の
臨
時

課
役
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
︑
本
来
夫
役
と
し
て
課
さ

れ
た
点
役
・
押
立
公
事
を
︑
棟
別
銭
の
範
疇
に
含
め
て
解
釈
す
る
こ

と
に
疑
問
が
残
る
︒

（
₂₈
）　

佐
藤
進
一
・
百
瀬
今
朝
雄
編
﹃
中
世
法
制
史
料
集
﹄
第
四
巻
武
家

家
法
Ⅱ
（
岩
波
書
店
︑
一
九
九
八
年
︑
以
下
﹃
中
﹄
₄
と
略
す
）
三

九
四
号
﹁
北
條
氏
公
事
赦
免
定
書
﹂︑
劍
持
文
書
︒
他
に
︑
牧
之
郷
・

長
浜
・
磯
部
郷
・
田
名
郷
・
本
牧
郷
・
南
品
川
・
北
品
川
宛
に
同
様

の
文
書
が
発
給
さ
れ
て
い
る
︒
黒
田
基
樹
﹁
北
条
氏
康
の
徳
政
令
─

戦
国
大
名
の
構
造
改
革
﹂（
黒
田
前
掲
註
（
₁
）
著
書
︑
初
出
二
〇

〇
四
年
）
に
よ
る
と
︑
こ
れ
ら
の
文
書
は
︑
天
文
十
八
年
地
震
に
よ

る
不
作
等
が
生
じ
︑
そ
れ
に
対
す
る
年
貢
・
公
事
等
の
減
免
が
行
わ

れ
な
か
っ
た
た
め
︑
後
北
条
家
の
全
領
国
規
模
で
百
姓
の
欠
落
に
よ

る
村
の
退
転
が
生
じ
た
こ
と
に
際
し
て
︑
欠
落
百
姓
を
還
住
さ
せ
︑

村
々
の
復
興
︑
す
な
わ
ち
﹁
村
の
成
り
立
ち
﹂
を
図
っ
て
出
さ
れ
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

（
₂₉
）　

前
掲
註
（
₁
）
拙
稿
参
照
︒
な
お
︑
黒
田
前
掲
註
（
₂₈
）
論
文
で

は
︑
本
史
料
の
内
容
を
︑
① 

畠
方
賦
課
諸
公
事
の
廃
止
と
そ
の
代

替
と
し
て
の
懸
銭
創
出
︑
② 

給
人
・
代
官
の
恣
意
的
公
事
賦
課
禁

止
︑
③ 

退
転
百
姓
に
対
す
る
借
銭
・
借
米
破
棄
︑
④ 

一
部
夫
役
の

廃
止
・
銭
納
化
︑
⑤ 

給
人
・
代
官
・
奉
行
等
の
非
分
に
対
し
て
百

姓
の
直
訴
を
認
め
る
目
安
制
の
確
立
と
し
て
整
理
し
て
い
る
︒

（
₃₀
）　
﹃
中
﹄
₄ 

三
九
八
号
﹁
北
條
氏
懸
銭
定
書
﹂︑
富
士
浅
間
神
社
文

書
︒

天
文
十
八
年
地
震
と
税
制
（
西
川
）

四
五



₁ 天文 ₁₁.₈.₁₂ ₁₅₄₂ 棟別帳を初めて作成 『甲陽日記』 『山』資 ₆上・
₁号

₂ 弘治元 .₁₁.吉 ₁₅₅₅ 武田家が調衆の井上甚右衛門
尉に対して、鮎沢郷（南アル
プス市）にかかる ₃貫 ₃₀₀ 文
を奉行の廻触により ₂₀ 日以内
に徴収し、遅延の場合には利
倍の勘定を指示

武田家朱印状 『山』資 ₄・
₁₃₈₆ 号、北村家
文書

₃ 弘治元 .₁₂.₁₈ ₁₅₅₅ 武田家が「法光寺棟別改之日
記」を作成し、調衆の仙光坊
と網野新五左衛門尉に対して、
放光寺（甲州市）領にかかる ₄
貫 ₂₀₀ 文を奉行の廻触により
₂₀ 日以内に徴収し、遅延の場
合には利倍の勘定を指示

武田家朱印状 『山』資 ₄・
₂₇₉ 号、網野家
文書

₄ 弘治 ₂.₁.₁₈ ₁₅₅₆ 武田家が「棟別銭無沙汰」に
つき「新法」を定め、春の「棟
別」を ₈月晦日、秋の「棟別」
を翌年 ₂月晦日限りとし、徴
収を指示

武田家朱印状写『山』資 ₄・
₁₃₉₈ 号、藤巻家
文書

₅ 弘治 ₄.₃.₂ ₁₅₅₆ 武田家が調衆の矢崎右衛門
尉・有野文右衛門に対して、
有野郷（南アルプス市）にか
かる ₅貫 ₈₀₀ 文を奉行の廻触
により ₂₀ 日以内に徴収し、遅
延の場合には利倍の勘定を指
示

武田家朱印状 『山』資 ₅上・
₁₂₆₅ 号、矢崎家
文書

₆ 壬戌（永禄 ₅）
₃.₄

₁₅₆₂ 武田家が、本栖（富士河口湖
町）の定番を勤める者に「都
留郡之棟別役春秋」₆₀₀ 文を免
除

武田家朱印状写『山』資 ₄・
₁₄₉₂ 号、小佐野
（得季）家文書

₇ 壬戌（永禄 ₅）
₁₂.₁₆

₁₅₆₂ 飯富昌景が調衆に対して、鮎
沢之郷（南アルプス市）にか
かる癸亥（永禄 ₆）の「秋棟別
銭」のうち ₄₉₅ 文を ₂₀ 日以内
に徴収するよう指示

武田家朱印状写『山』資 ₄・
₁₃₉₉ 号、藤巻家
文書

₈ 永禄 ₈.₄.晦 ₁₅₆₅ 武田家が越石郷（甲斐市）、篠
原郷（甲斐市）、八幡郷（甲斐
市西八幡）等から竜王村（甲
斐市）に移住した者 ₅₀ 軒にか
かる毎年の「春棟別」を免除
し、「秋棟別」の納入を指示

武田家カ棟別銭
免許状写

『山』資 ₄・
₁₂₇₈ 号、『龍王
村史』所収文書

₉ 丙寅（永禄 ₉）
₇.₁₈

₁₅₆₆ 武田家が苗敷山（韮崎市）の
別当が所持する家 ₁間にかか
る「棟別銭并御普請役」を免
除

武田家朱印状写『山』資 ₄・
₁₄₂₆ 号、宝生寺
文書

付表　棟別銭の賦課・免除に関する状況

番号 年代 西暦 内容 史料名 出典

四
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₁₀ 永禄 ₁₀.₁₁.₂₅ ₁₅₆₇ 武田家が後屋之郷（甲府市）
の竹内十郎右衛門尉に対して、
新衆の奉公の見返りに、「棟別
役毎年春之分」を免除

武田家朱印状写『山』資 ₄・
₁₄₁₈ 号、旧北下
条村中田作右衛
門旧蔵文書

₁₁ 戊辰（永禄 ₁₁）
₂.₇

₁₅₆₈ 武田家が奥山太二右衛門尉に
対して、狩野川郷（山梨市）
にかかる ₁₃ 貫 ₄₀₀ 文を奉行の
廻触により ₂₀ 日以内に徴収
し、遅延の場合には利倍の勘
定を指示

武田家朱印状写『戦武』₂・
₁₂₄₁ 号、内藤家
本「甲斐国志草
稿」

₁₂ 戊辰（永禄 ₁₁）
₅.₁₀

₁₅₆₈ 武田家が調衆の網野新五左衛
門尉に対して、仏師原之郷（甲
州市）にかかる ₁貫 ₄₀₀ 文を
奉行の廻触により ₂₀ 日以内に
徴収し、遅延の場合には利倍
の勘定を指示

武田家朱印状 『山』資 ₄・
₂₈₀ 号、網野家
文書

₁₃ 元亀 ₂.₃.₂₆ ₁₅₇₁ 武田家が湯平之郷（山梨市）
の又三郎に対して、同年より
「両棟別」の免除とともに普請
役・隠田等を軍役衆同前とし、
参陣を指示、他に熊野之郷（甲
州市）・保坂之郷（韮崎市）・
中牧之郷（山梨市）・中野之郷
（南アルプス市）・窪八幡之郷
（山梨市）にも同内容の文書を
発給

武田家朱印状 
武田家朱印状写

『山』資 ₄・
₃₀₂ 号、岡部家
文書／同・
₃₁₀ 号、橿原家
文書／同・
₂₂₈ 号、禰津
（晴雄）家文書
／同・₅₈₇ 号、
水上家文書／
同・₁₃₆₂ 号、入
倉家文書／同・
₅₁₄ 号、旧大工
村十右衛門旧蔵
文書

₁₄ 元亀 ₂.₄.₁ ₁₅₇₁ 武田家が調衆の玄仁・上野左
近丞他 ₇名に対して、岩手之
郷（山梨市） にかかる ₁₂ 貫
₂₀₀ 文を奉行の廻触により ₂₀
日以内に徴収し、遅延の場合
には利倍の勘定を指示

武田家朱印状 『山』資 ₄・
₄₆₉ 号、上野家
文書

₁₅ 元亀 ₂.₄.₁₉ ₁₅₇₁ 武田家が六科郷（南アルプス
市）の矢崎源右衛門尉に対し
て、同年より「両棟別」の免
除とともに普請役・隠田等を
軍役衆同前とし、参陣を指示、
他に千野（甲州市）・上八田郷
（南アルプス市）にも同内容の
文書を発給

武田家朱印状 
武田家朱印状写

『山』資 ₄・
₁₄₄₀ 号、柳本家
文書／同・
₄₆₁ 号、村田家
文書／『戦武』
₃・₁₆₉₇ 号、「山
梨県誌本古文
書」五

₁₆ 天正 ₃.₂.₂₀ ₁₅₇₅ 武田家が塩沢寺に対して、従
来どおり寺中の「棟別銭」の
免除を認め、「棟別以下之諸役」
を門前家 ₃軒分ともに免除

武田家朱印状写『山』資 ₄・
₆₇ 号、塩沢寺文
書
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₁₇ 天正 ₃.₃.₁ ₁₅₇₅ 武田勝頼が清光寺に対して、
寺中・門前の家 ₈間にかかる
「棟別銭」を始め「諸役」を免
除

武田勝頼判物写『山』資 ₄・
₁₄₆₇ 号、清光寺
文書

₁₈ 天正 ₄.₄.₃ ₁₅₇₆ 武田勝頼が法泉寺に対して、
門前の本屋 ₃間・新屋 ₅間に
かかる「棟別銭并普請役」の
徴収等を禁止、他に文殊院に
も同内容の文書を発給

武田勝頼禁制 
武田勝頼禁制写

『山』資 ₄・
₂₄₂ 号、法泉寺
文書／『戦武』
₄・₂₆₂₄ 号、「甲
斐国寺記」

₁₉ 天正 ₄.₄.₃ ₁₅₇₆ 武田家が悦首座に対して、塩
田（笛吹市）のうち国分寺お
よび門前 ₂間にかかる「棟別
銭」を除き、「諸役一切」を免
除

武田家朱印状 『山』資 ₄・
₈₁₆ 号、国分寺
文書

₂₀ 天正 ₄.₄.₁₂ ₁₅₇₆ 武田家が妙蓮寺に対して、寺
家・門前の家 ₁₀ 間にかかる
「棟別銭・御普請役」の免除等
を指示

武田家朱印状 『山』資 ₅下・
₂₃₅₆ 号、妙蓮寺
文書

₂₁ 丙子（天正 ₄）
₇.₅

₁₅₇₆ 武田家が ₁貫 ₂₅₀ 文の御蔵出
について、「甘利上条両棟別」
のうちから毎年請け取るよう
指示

武田家朱印状写『山』資 ₄・
₉₉₄ 号、旧青柳
村某旧蔵文書

₂₂ 天正 ₄.₇.₂₁ ₁₅₇₆ 武田家が「黒沢之郷棟別御改
之日記」を作成し、塚原六右
衛門尉・平原三右衛門尉に対
して、₉貫 ₅₀ 文を徴収するよ
う指示

黒沢郷棟別改日
記写

『戦武』₄・
₂₆₉₄ 号、内藤家
本「甲斐国志草
稿」

₂₃ 天正 ₄.₈.₁₃ ₁₅₇₆ 跡部勝資が妙蓮寺に対して、
寺家・門前の新屋 ₁₀ 間にかか
る「棟別銭以下之諸役」の免
除等を認めた武田家朱印状の
遵守を通知

跡部勝資判物 『山』資 ₅下・
₂₃₅₇ 号、妙蓮寺
文書

₂₄ 天正 ₄.₁₂.₄ ₁₅₇₆ 武田家が下別田郷（笛吹市）
の市川五郎右兵衛に対して、
毎年の御細工の奉公の見返り
に、本屋 ₁間にかかる「棟別
銭」を除き、「其外郷次之御普
請役以下」を免除

武田家朱印状写『戦武』₄・
₂₇₄₉ 号、内閣文
庫所蔵「甲州古
文書」三

₂₅ 天正 ₅.₂.₃₀ ₁₅₇₇ 武田家が松木次郎三郎に対し
て、「先御印判」により、西郡
中条のうち家 ₁間半にかかる
「棟別銭并郷次之御普請役」を
免除

武田家朱印状 『山』資 ₄・
₂₅₂ 号、松木家
文書

₂₆ 天正 ₅.₄.₃ ₁₅₇₇ 小山田信茂が倉沢与五右衛門
に対して、従来どおり「棟別
銭」の免除を認め、「番匠役」
の稼ぎによる「棟別銭」の借
用を禁止し、御細工の奉公を
指示

小山田信茂朱印
状写

『戦武』₄・
₂₇₉₆ 号、山梨県
誌本「古文書雑
集」一
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₂₇ 天正 ₅.₆.₇ ₁₅₇₇ 武田家が伝嗣院に対して、寺
門前新在家にかかる「棟別銭
并諸役［　］」を免除

武田家朱印状 『山』資 ₄・
₁₃₆₆ 号、伝嗣院
文書

₂₈ 天正 ₅.₆.₁₀ ₁₅₇₇ 武田家が深向院に対して、新
造立の家 ₃間にかかる「棟別
銭」を免除、並びに松雲院に
対しても新造立の家 ₂間にか
かる「棟別銭」を免除

武田家朱印状 
武田家朱印状写

『山』資 ₄・
₁₃₉₂ 号、深向院
文書／同・
₁₃₈₉ 号、松雲院
文書

₂₉ 天正 ₆.₃.₆ ₁₅₇₈ 武田家が成就院に対して、「棟
別銭」を除き、「其外之諸役一
切」を免除

武田家朱印状写『山』資 ₄・
₁₀₁₆ 号、妙法寺
文書

₃₀ 天正 ₇.₃.₂ ₁₅₇₉ 武田家が林外江に対して、在
府の奉公の見返りに正林寺の
うち本家 ₃間にかかる「棟別銭
并諸役一切」を免除

武田家朱印状写『戦武』₅・
₃₁₀₀ 号、国立国
会図書館所蔵
「武家事紀」三
三

₃₁ 天正 ₇.₃.₁₉ ₁₅₇₉ 武田家が寺中の家 ₂間にかか
る「棟別銭」を従来どおり免
除すること等を指示

武田家朱印状写『山』資 ₄・
₇₃₈ 号、蓮朝寺
文書

₃₂ 天正 ₇.₈.₁₈ ₁₅₇₉ 武田家が天野小四郎に対して、
「江草之郷両棟別」₁₅ 貫 ₁₀₀ 文
等の知行を宛行

武田家朱印状写『戦武』₅・
₃₁₅₃ 号、天野家
文書

₃₃ 天正 ₈.₁₁.₂₈ ₁₅₈₀ 武田家が調衆の井口庄左衛
門・同四郎右衛門尉・惣左衛
門に対して、井口郷（中央市）
にかかる ₅貫 ₇₀₅ 文を奉行の
廻触により ₂₀ 日以内に徴収
し、遅延の場合には利倍の勘
定を指示

武田家朱印状写『山』資 ₄・
₁₀₆ 号、旧上小
河原村島田左衛
門旧蔵文書

₃₄ 天正 ₉.₄.₃ ₁₅₈₁ 武田家が塩山の東陽軒に対し
て、中牧（山梨市）のうち宝
珠寺の家 ₁間に以前よりかか
る「棟別銭已下諸役」、並びに
造立の在家 ₁間にかかる「棟
別銭并郷次之諸役」を新規に
免除

武田家朱印状写『山』資 ₄・
₄₀₉ 号、向嶽寺
文書

₃₅ 天正 ₉.₅.₅ ₁₅₈₁ 武田家が青松院に対して、門
前在家 ₃間に以前よりかかる
「棟別銭」、並びに門前におい
て新造立の在家 ₅間にかかる
「棟別銭以下郷次之諸役」等を
免除

武田家朱印状 『山』資 ₄・
₁₇₇ 号、青松院
文書

₃₆ 天正 ₉.₈.₂₇ ₁₅₈₁ 武田家が青松院に対して、「先
　御印判」により寺内・門前
の在家 ₃間にかかる「棟別銭
以下」、並びに門前において新
造立の在家 ₄間にかかる「棟
別銭・郷次之普請役以下」等
を免除

武田家朱印状写『山』資 ₄・
₁₇₈ 号、青松院
文書
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₃₇ 天正 ₉.₉.₂ ₁₅₈₁ 武田家が熊野堂（笛吹市）の
次郎右衛門に対して、御肴調
進の見返りに在家 ₁間にかか
る「棟別銭」を免除

武田家朱印状写『山』資 ₄・
₅₆₃ 号、旧熊野
堂村吉兵衛旧蔵
文書

₃₈（年月日不詳） 武田勝頼が天沢寺に対して、
「法性院殿（武田信玄）直判」
により、寺産・門前の在家 ₅
間にかかる「棟別銭以下諸役」
を免除

武田勝頼判物写『山』資 ₄・
₁₂₈₇ 号、天沢寺
文書

注 ₁） 表中の『山』資 ₄は『山梨県史』資料編 ₄中世 ₁県内文書（山梨県、₁₉₉₉ 年）、『山』
資 ₅上は同資料編 ₅中世 ₂上県外文書（同、₂₀₀₅ 年）、　『山』資 ₅下は同資料編 ₅
中世 ₂下県外文書（同、₂₀₀₅ 年）、『山』資 ₆上は同資料編 ₆中世 ₃上県内記録（同、
₂₀₀₁ 年）、　『戦武』₂～₅は柴辻俊六・黒田基樹編『戦国遺文』武田氏編第二巻（東
京堂出版、₂₀₀₂ 年）、同第三巻（同、₂₀₀₃ 年）、同第四巻　（同、₂₀₀₃ 年）、同第五
巻（同、₂₀₀₄ 年）を指す。

注 ₂）明確な疑義のある史料は、除外した。

五
〇


